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お客さま各位 

 

 

計数されていない大量硬貨の両替・入金取扱いについて 

 

平素より富士宮信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

この度、お客さまが計数されていない大量硬貨(５０枚以上)の両替・入金をご

希望される場合、事故防止の観点及びサービスの維持のため当金庫での取扱方

法を一部見直しさせていただきます。 

外訪時に営業係等職員が計数されていない大量硬貨をお預かりすること、お

よび事業者の方による計数されていない大量硬貨の両替・入金については原則、

取扱いを中止させていただきます。 

なお、個人のお客さまが貯金箱等で貯めた硬貨や事業者の方が賽銭箱や募金

箱等の硬貨を店頭に持参し、機械による計数をご了承したうえでご入金等をす

る場合はお取扱いさせていただきます。 

ただし、営業店の繁忙状況によっては、対応にお時間をいただく場合や大量硬

貨のお取扱いをお断りする場合もございます。 

本取扱の開始日は令和４年１０月３日(月)からと致します。 

今後もサービスを継続していくために、お客さまには一定のご負担をお願い

することとなりますが、ご理解のほど、何卒よろしくお願いいたします。 

 

  

 

 

 

 

本件に関するお問合せ先 

富士宮信用金庫 事務部事務管理課 

℡：０５４４-２３-３１５2 

 

 

 


